東温市防災士資格取得応募用紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

東温市長　加藤　章　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　【 応募者 】
住　　所　　東温市　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　　　　　　　年　　　月　　　日生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　連 絡 先

　　　　　　　　　　　　　　　　（緊急時に連絡が可能な携帯番号等をお願いします。）
【 推薦者 】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　団 体 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　
私は、自主防災組織または消防団に加入し、東温市防災士資格取得支援助成金交付要綱第２条に規定する対象者の要件を満たすため、下記のとおり愛媛県防災士養成講座の受講を希望します。なお、要件確認のため、東温市危機管理課の職員が私の市税等の納付状況を確認することに同意します。
記
１　希望受講日　　　　　【どちらかにチェックをつけて下さい。】
□　令和８年　１０月　３日（土）～　１０月　４日（日）
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　□　令和９年  　２月　６日（土）～  　２月　７日（日）
　　　　　　　　　　　　※２月開催の講座は松山地区受講者が主な対象のため、
受講できない場合があります。

２　所属名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　所属加入年月日　　　 　　　　年　　　　月　　　　日
４　救命講習の受講　　□　希望する　⇒　希望する日　【令和　　年　　月　　日　　】
※防災士対象救命講習日程から選択ください。
※取得日から３年を超えている方は、再受講をお勧めします。

　　　　　　　　　　　□　受講済み
防災士対象救命講習日程
	開催予定日
	開催日時
	開催場所
	申込期限

	令和８年６月２１日（日）
	９時３０分
～
１１時３０分
	東温市消防本部

３階　大会議室
	５月２９日（金）
１７時００分まで

	令和８年９月１３日（日）
	９時３０分
～
１１時３０分
	東温市消防本部

３階　大会議室
	８月２１日（金）
１７時００分まで

	令和８年１２月１３日（日）
	９時３０分
～
１１時３０分
	東温市消防本部

３階　大会議室
	１１月２０日（金）
１７時００分まで

	令和９年３月１４日（日）
	９時３０分
～
１１時３０分
	東温市消防本部

３階　大会議室
	２月１９日（金）
１７時００分まで


· 上記日程の講習に参加できない場合は、危機管理課　までご連絡ください。
（TEL：089-964-4483）

· 参加者が５名に満たない場合には開催を中止します。
· 救命講習受講までに「e-ラーニング」の受講をお願いします。
〇「e-ラーニング」による応急手当Web講習について
　　インターネットを通じて、応急手当の基礎知識を、家庭のパソコンやスマートフォンなどから映像を通じて学ぶことが出来る講習です。
　　・受講手順：東温市公式ホームページを開き「応急手当Web講習」をクリックして
　　　講習に進む、または、とうおんアプリの「各種リンク」から「応急手当Web講習」に進み「普通救命講習編」を受講ください。
　　・e-ラーニングによる受講が修了しましたら修了証を印刷するか、画面をスマートフォン等（スクリーンショット等）に保存し講習会当日にお持ちください。
　
【参考：東温市防災士資格取得支援助成金交付要綱（抜粋）】

　
(助成の対象者)
第2条　助成金交付の対象となる者は、次の各号全てに該当する者で交付決定を受けた者であって、日本防災士機構が防災士として認証した者とする。 

(1)　東温市内の自主防災組織又は消防団の一員で、地域の活動に積極的に関わっている者 

(2)　ボランティア精神が旺盛である者 

(3)　資格取得後、おおむね１０年間は市と協働して活動ができる者 

(4)　次条に規定する助成の対象事業を全て実行できる者 

(5)　市税等の滞納がない者 

(助成の対象事業)

第3条　防災士資格取得に必要な次の各号(以下「助成事業」という。)を助成の対象とする。

(1)　日本防災士機構が認証した研修機関による研修 

(2)　日本防災士機構の防災士資格取得試験 

(3)　日本防災士機構への防災士認証登録申請 

(4)　普通救命講習 
《　防災士養成講座　申し込み要領　》
　
大規模な災害が発生した場合、その災害が大きければ大きいほど公的な救援（行政・消防・警察・自衛隊等）が及ぶまでに時間がかかることは阪神・淡路大震災や東日本大震災の例を見れば明らかです。したがって平時からそれぞれの家庭や地域社会・企業・団体に、防災に対する一定の知識をもった人が配置され、防災意識の啓発に当たるほか、大災害に備えた“自助”・“共助”による活動等の訓練に取り組んでいただければ、有効・適切な防災体制を築くことが出来ます。
そこで、東温市では、昨年に引き続き、地域における防災リーダーを養成し、地域防災力のさらなる向上、安心・安全なまちづくりを目指して、“防災士”資格取得に関し助成を行うことと致しました。
　下記応募資格に該当する人で、防災に関する知識と技術を持って、減災や防災意識の啓発等に地域や職場において活躍していただける方を募集いたします。
１．応募資格
（１）市内の自主防災組織又は消防団の一員で、地域の活動に積極的に関わっている者
（２）ボランティア精神が旺盛である者
（３）資格取得後、おおむね１０年間は市と協働して活動ができる者
※合格後は、自主防災組織育成における講習会等の指導者としての協力依頼をする
ことがあります。
（４）次に規定する助成の対象事業をすべて実行できる者。

　　　ａ・日本防災士機構が認証した研修機関による研修（２日間）
　　　ｂ・日本防災士機構の防災士資格取得試験

　　　ｃ・日本防災士機構への防災士認証登録申請

　　　ｄ・普通救命講習（３時間）
（５）市税等の滞納がないこと。
２．防災士になるための手順
（１）日本防災士機構が認証した研修機関による下記講座を履修すること。
※令和７年度 愛媛県防災士養成講座
【第１回目】　日時　令和８年１０月３日（土）９:１０～１６:５０
１０月４日（日）９:００～１７:５０ の２日間
　　　　　　　 場所　松前総合文化センター　伊予郡松前町筒井６３３
【第２回目】　日時　令和９年　２月６日（土）９:１０～１６:５０
２月７日（日）９:００～１７:５０ の２日間
　　　　　　   場所　中予地方局　松山市北持田１３２番地
（２）日本防災士機構の「防災士資格取得試験」を受験し合格すること。
※試験は研修講座の最終日に行われます。

（３）消防署等の公的機関が主催した「救急救命講習（３時間）」を受け、その修了証を取得すること。　※希望者は、市で取りまとめて受講していただきます。
（４）上記３項目の資格を備えたうえで、日本防災士機構に「防災士認証申請」を行うこと。

３．助成対象費用
（１）防災士研修講座教本代・資格取得試験受験料・防災士登録料（１２，０００円）
（２）会場研修地までの往復旅費（市の条例に準じた額）
　　※資格取得後、領収書等の必要書類を添付のうえ交付申請していただきます。
４．募集人数　　　　２０名
５．応募方法及び期限

　（１）所定の応募用紙に必要事項を記載の上、応募期限までに市役所危機管理課まで
提出してください。

　（２）応募期限　 募集締め切り　　令和８年７月３日（金）午後１７時１５分まで
※原則第１回講座への申し込みをお願いします。第２回講座は、松山地区受講者が
主な対象となるため受講できない場合があります。
６．決定及び通知

（１）応募者多数の場合は、市の助成を受けて登録された防災士がいない自治区を
優先のうえ申込先着順とさせていただきます。
　（２）決定後、すべての応募者に結果を通知いたします。

７．注意事項
この助成は、東温市防災士資格取得支援助成金交付要綱に基づき実施いたします。
※ 防災士とは・・・
「自助」「互助」「協働」を原則として、社会の様々な場で、減災と社会の防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、日本防災士機構で認められた人のことを「防災士」といいます。
· 防災士資格取得から助成金交付までの流れ
	
[image: image1]


· ①②③の３条件を満たして登録申請することで防災士として認証されます。
○よくあるご質問

Ｑ：　防災士研修講座を受講するに当たって、学歴・年齢の制限はありますか。
Ａ：　年齢・性別・学歴等一切制限はございません。特にシニア世代が性別及び職業経験を超え
て防災士として活躍することがのぞまれております。また、通院中の方、介護等が必要な方、日
本語が理解できない方等につきましては、現在のところ受講受け入れ体制が整っておりません
のでご了解ください。

Ｑ：　消防署の普通救命講習を５年前に受講しました。救命技能認定書の有効期限が切れていま
すが、防災士資格の申請に当たって取り直したほうがよいでしょうか。
Ａ：　防災士資格の申請に当たっては申請日の時点で認定証が有効であることが条件となります。
新たに受講して新しい認定証を取得してください。最近、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用
についても普通救命講習で取り入れられていますので、よい体験になると思います。なお、認
定証、修了証に有効期限の記載がない場合は有効となります。
Ｑ：　防災士にはどのような権限と義務がありますか。

Ａ：　防災士は、身近な地域や職場において自発的意思に基づく互助、協働のリーダーともなる存在であって、災害によって生じる生命や財産に対する被害を軽減させる役割を担うものですがこれに携わることによって特別な権限や義務が生じるものではありません。
しかし、防災士として防災に関する一定レベルの知識や技術をもって、減災と防災に実効ある大きな役割を果たして活躍することで、自ずと地域や職場において価値ある存在として高い評価を受けるものと期待されております。

問合せ先

　東温市危機管理課　電話９６４－４４８３
　

助成金交付申請・請求手続き→支払い
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